
労働者派遣法第２３条第５項及び同法規則第１８条の２第３項に基づく情報提供 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 23 条 5 項の規

定に基づき、下記事業所における労働者派遣事業に関わる情報を公開いたします。 

 

 

 

① 派遣労働者数             ０名（令和６年１月時点） 

② 派遣先事業所数            ０事業所（令和６年 1 月時点） 

③ 労働者派遣に関する料金の額の平均額  ０円（令和５年度） 

④ 派遣労働者の賃金の額の平均額     ０円（令和５年度） 

⑤ マージン率              ０% 

労働者派遣に関する料金の額に平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を 

当該労働者派遣に関する料金の額に平均額で除して得た割合（マージン率） 

 

※賃金以外の額は、社会・労働保険料・福利厚生・教育研修等も含まれています。 

⑥ 労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等 

労使協定を締結しているか否か：締結あり 

当該協定の対象となる派遣労働者の範囲：当社従業員として派遣労働者として業務に

従事するもの 

当該協定の有効期間の終期：2024 年 3 月 31 日 

⑦ 派遣労働者のキャリア形成支援制度の関する事項 

コンプライアス講習・セキュリティ研修・階層別研修・資格取得支援等を実施していま

す 
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